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序章 都市計画マスタープランの見直しについて 

■都市計画マスタープランとは                                

小金井市都市計画マスタープラン（以下「都市計画マスタープラン」という。）は、将来のまちの

あるべき姿及びまちづくりの方針など、おおむね２０年後のまちの将来像を示すものです。平成１４

（２００２）年３月に策定し、平成２４（２０１２）年３月に見直しを行っていますが、当初策定よ

り２０年が経過しました。 

そのため、都市の現状、第５次基本構想（以下「基本構想」という。）など上位計画によるまちづ

くりの方向性、これまでのまちづくりの成果と課題、本市関連計画及び社会経済情勢の変化などを踏

まえて総合的な見直しを行い、新たに都市計画マスタープランを策定しました。 

都市計画マスタープランは、市民に最も近い立場にある市が、その創意工夫の下に市民の意見を反

映してまちづくりの将来ビジョンを確立し、地区別のあるべき市街地像を示すなど、都市計画の方針

として定めるものであり、個別の都市計画決定・変更の指針となります。 

 

■都市計画マスタープランの位置付け                               

都市計画マスタープランは、都市計画法第１８条の２に位置付けられた「市町村が定める都市計画

に関する基本的な方針」です。 

都市計画マスタープランは、議会の議決を経て定められた基本構想及び東京都が策定する「多摩部

１９都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）」に即す

とともに、本市関連計画との整合を図り定めます。 

 

【都市計画マスタープランの位置付け】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■目標年次                                        

おおむね２０年後の２０４０年代を目標年次とします。  

具体の 

都市計画 

地域地区 

（用途地域など） 

都市施設 

（道路、公園、 

下水道など） 

市街地開発事業 

（土地区画整理事業、 地区計画など 

多摩部１９都市計画 

都市計画区域の 

整備、開発及び保全の方針 

 

東 
京 
都 

基本構想・基本計画 

小 
金 
井 
市 関連方針 

東 
京 
都 

・  

・  

・地域防災計画 

・産業振興プラン 

・環境基本計画 

・みどりの基本計画 

・  

・住宅マスタープラン 

・農業振興計画 など 

小 
金 
井 
市 

都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 
（都市計画に関する基本的な方針） 
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■都市計画マスタープランの構成                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 都市を取り巻く状況 

■これからのまちづくりに求められるもの                          

土地利用 ・ 中心市街地である武蔵小金井駅周辺及び東小金井駅周辺では、市民生活を支える都

市機能の充実させ、拠点性のさらなる向上 

・ 中心市街地以外の地域では、今後の少子高齢化の進展を踏まえ、身近な拠点の形成

による、誰もが歩いて暮らせるにぎわいのあるまちづくり 

・ 市全域では、地域固有の資源である豊かな自然と都市が調和した暮らしやすさを実

感できるまちづくり 

道路・交通 ・ 計画的な道路の整備による、人・モノの円滑な移動を支える道路ネットワークの形成 

・ 誰もが安全で快適に移動できるよう、バリアフリー化及びユニバーサルデザインに

配慮した交通環境の整備 

・ 駅などを中心とした誰もが移動しやすい交通体系の構築 

みどり・水 

・環境共生 

・ 豊かな自然環境が持つ多様な機能をいかした、市内にあるみどりと水を結ぶみどり

のネットワークの形成 

・ 小金井の特徴的なみどり・水が身近にある風景・景観の保全及び形成 

・ ごみ処理の適正化など循環型社会形成の推進及び温室効果ガスの排出ゼロを目指す

脱炭素社会に向けた取組など、環境共生のまちづくり 

安全・安心 ・ 防災・減災の取組による地域の強靭化及び災害に強い市街地の形成 

・ 日常生活の安全・安心に向けた取組 

・ 都市施設などの適切な維持管理・更新 

生活環境 ・ 様々な人々のつながりにより、新たな交流が生まれるまちづくり 

・ 生活様式が大きく変化している中で、誰もが暮らしやすい住環境の形成 

・ 農を身近に感じることができる、農のあるまちづくり 

  

序章 
都市計画マスタープラン 

見直しについて 
第１章 都市を取り巻く状況 

第２章 全体構想 

１ まちづくりのテーマ・基本目標・まちづくりの基本的な考え方 

２ 将来都市構造 

３ 分野別方針 土地利用 
の方針 

道路・交通 
の方針 

みどり・水 
・環境共生 

の方針 

安全・安心 
の方針 

生活環境 
の方針 

第３章 地域別構想 

武蔵小金井地域 東小金井地域 野川地域 

第４章 まちづくりの実現に向けて 
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第２章 全体構想 

１ まちづくりのテーマ・基本目標・まちづくりの基本的な考え方             
 

まちづくり 

のテーマ 

つながる「人・みどり・まち」 

～暮らしたい 暮らし続けたい 優しさあふれる 小金井～ 

基本目標 １ 快適で利便性の高い、暮らしやすさを実感できるまち 

２ 人・モノの円滑な移動を支えるまち 

３ 次世代に誇れる自然と都市が調和したまち 

４ 誰もが安全で安心して暮らすことができるまち 

５ 一人ひとりの多様な暮らし方・働き方を支えるまち 
 

ま
ち
づ
く
り
の
基
本
的
な
考
え
方 

中心 

市街地 

・ 武蔵小金井駅周辺及び東小金井駅周辺を中心として、にぎわい・活力が生まれる

まちづくり 

中心 

市街地 

以外 

・ 既存の商業施設などをいかして、誰もが歩いて暮らせるまちづくり 

・ 公共交通などを活用することにより、地域の生活を支える各種サービスを利用す

ることができる環境の整備 

市全域 ・ 地域固有の資源である豊かな自然と都市が調和した良好な住環境が形成され、安

全・安心に暮らすことができ、多様な暮らし方・働き方を支える持続可能なまち

づくり 
 

【まちづくりの基本的な考え方のイメージ】 
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２ 将来都市構造                                     

まちづくりのテーマ・基本目標の実現に向けた都市空間の骨格を示すため、都市計画マスタープラ

ンでは、「拠点」、「軸」、「ゾーン」を主な構成要素として、将来都市構造を示します。 

拠点 ・ 都市機能の集積度合いが高く、周辺エリア（後背地）の生活を

支える地区 

・ 市内のみどりの充実が図られ、市内外から人々が集まる地区 

軸 ・ 市内の拠点間のみならず、市外の主要拠点などを結ぶもの 

・ 広域的なもの及び連続性のあるもの 

ゾーン ・ 地域のまとまり及び生活圏又は土地利用の大きな方針などを示

すエリア 
 

【将来都市構造図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【将来都市構造の構成要素】 
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３ 分野別方針                                      

基本目標１ 快適で利便性の高い、暮らしやすさを実感できるまち 

 土地利用の方針                       

目指す将来像 

 中心拠点及び副次拠点は、商業、業務及び居住など、様々な都市機能が集積し、居心地が良く楽

しく歩ける空間が形成されたまち 

 快適で利便性が高く、人々の活動が盛んで新たな交流及び仕事が生み出されるなど、活力が生ま

れるまち 

 地域拠点では、多世代が集まりにぎわいが生まれ、身近で生活に必要なサービスなどが整うコン

パクトで歩いて暮らせるまち 

 自然環境を保全し、生物の多様性に配慮するなど、自然と共生したみどり豊かなまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

身近な場所で、豊かな 

自然が感じられるまち 
居心地が良く楽しく 

歩くことができるまち 

住まいの近くで買物などが 

できるコンパクトなまち 

駅周辺に様々な施設があり、 

人々が集まり、にぎわい・ 

活力があるまち 

オープンスペースで 

イベントができ、 

人と人とが触れ合えるまち 

新たな交流及び仕事が 

生み出されるまち 
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方針 
 

(1)拠点の形成 

① 「中心拠点（武蔵小金井駅周辺）」 

② 「副次拠点（東小金井駅周辺）」 

③ 地域の生活を支える「地域拠点」 

④ 「行政・福祉総合拠点」 

 

 (2)土地利用の誘導 

① 住宅系（暮らしのゾーン）【低層・中層・大規模団地】 

② 複合系（暮らしのゾーン）【沿道利用地・住商複合地】 

③ 商業系（商業・業務ゾーン）【商業・業務地】 

④ 自然系（みどりのゾーン）【国分寺崖線（はけ）・野川・公園など】 

⑤ その他の土地利用【その他大規模土地利用など】 
 

方針図 
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基本目標２ 人・モノの円滑な移動を支えるまち 

 道路・交通の方針                           

目指す将来像 

 都市の骨格である道路ネットワークが形成され、人・モノがスムーズに移動できるだけでなく、

円滑に災害時の救助活動ができるまち 

 歩行空間及び自転車利用環境を形成し、子ども、高齢者及び障がいのある人など、誰もが安全で

快適に移動できるまち 

 まちなかは安全な歩行空間が確保され、人中心の空間を形成し、居心地が良く歩きたくなるまち 

 公共交通及び新たな移動手段の活用などにより、移動手段を自由に選択でき、坂の多い市内を誰

もが円滑に移動できるまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

歩行空間及び自転車利用環境 

が整備され、誰もが安全で 

快適に移動できるまち 

災害時でも 

緊急車両が円滑に 

移動できるまち 

ゆったりと歩ける安全な 

歩行空間が整備されたまち 

移動手段を自由に選択でき、 

円滑に移動できるまち 

公共交通及び新しい移動手段 

で市民の誰もが行きたい 

場所に移動できるまち 
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方針 
 

(1)都市構造を支え、人・モノが円

滑に移動できる道路網の整備 

① 都市計画道路の整備方針 

（広域連携軸・地域連携軸） 

② 都道の活用方針 

③ 生活道路の整備方針 

 (2)誰もが安全で快適

な、人にやさしい

交通環境の整備 

① 歩行空間の形成 

② 自転車利用環境の 

形成 

 (3)誰もが円滑に移動でき、持続

可能な総合交通体系の構築 

① 暮らしを支える公共交通体系

の構築 

② 交通結節機能の充実 

③ 新たな移動手段の検討 
     

方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１：実線 整備済み・整備中、点線 未完成 

注２：実線 整備済み・整備中、点線 未完成 

注３：令和４（２０２２）年８月現在  
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基本目標３ 次世代に誇れる自然と都市が調和したまち 

 みどり・水・環境共生の方針    

目指す将来像 

 市内の豊かなみどり及び水辺など、市民の憩いの場であるだけでなく、市外の人が訪れても楽し

める光景が広がっている、自然環境が持つ多様な機能を活用した魅力あるまち 

 みどり・水に触れられる環境が身近にあり、多世代で自然を学び、生物多様性の保全など自然環

境を守り育てる市民活動が活発なまち 

 美しさと風格を備えた風景・景観の保全と形成が図られたまち 

 循環型社会の形成及び省エネルギー行動に努め、再生可能エネルギーを活用するなど、市民一人

ひとりの高い意識による限りある資源を有効に活用した環境にやさしいまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

省エネルギー行動に努 

め、再生可能エネルギ 

ーなどを活用した環境 

にやさしいまち 

市民とともに 

自然環境を 

守り育てるまち 

市外からも、様々な 

世代が自然を体感 

し、学びに来るまち 

ごみを出さない、 

資源を有効に活用した 

循環型社会が形成されるまち 

培われてきた自然の風景を

これからも守り育てていく

まち 

身近な場所で、いつでも 

みどり・水に触れられる 

場所があるまち 

多様な動植物が 

生存している 

自然と共生したまち 
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方針 
 

(1)小金井のみどり・水をいかし

たグリーンインフラの推進 

① みどりのネットワークの形成 

（みどりの拠点・みどりの軸） 

② みどり・水の保全 

③ みどりの創出 

④ 生物多様性の保全 

⑤ 水循環の保全 

⑥ 親水空間の整備 

 (2)小金井の特徴的な風

景・景観の保全と形成 

① 風景の保全と形成 

② みどりの創出による 

都市景観の形成 

③ 良好な景観形成 

④ 風景・景観の魅力の

発信 

 (3)循環型都市の形成 

① ごみ処理の適正化 

② リサイクル材の利活用 

 

(4)環境共生まちづくりの推進 

① 移動における低炭素化 

② 建築物などにおける低炭素化 

③ 環境と共生する農の推進 
     

方針図 
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基本目標４ 誰もが安全で安心して暮らすことができるまち 

 安全・安心の方針                        

目指す将来像 

 地域特性に応じた取組により、致命的な被害を負わない、速やかに回復できる災害に強いまち 

 公共施設などのインフラが適切に維持管理・更新され、安全で安心して暮らせるまち 

 地域における防災活動が充実し、災害時に助け合うことができ、安心して暮らせるまち 

 地域における見守り活動が充実しており、子どもたちが外で自由に遊ぶことができ、治安が良

く、安心して暮らせるまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

災害時でも 

助け合うことが 

できるまち 

地域の大人が見守っていて、 

子どもたちが安心して 

外で遊べるまち 

インフラが適切に 

維持管理・更新されるまち 

災害に強く、 

安全で安心して 

暮らせるまち 

地域の防災活動が活発で、 

地域コミュニティが 

強化されるまち 

治安が良く安心して 

暮らすことができるまち 
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方針 
 

(1)災害に強い市街地の形成 

① 防災上の都市基盤の整備推進 

② 多様な防災拠点の整備推進 

③ 環境・防災まちづくりの推進 

④ 情報通信機能の強化 

⑤ 風水害への対策 

⑥ 復興まちづくりの事前準備の 

検討 

 (2)日常生活の安全・安心に向け

たまちづくり 

① 防犯機能の強化 

② 地域による防犯体制の充実 

③ 空家等対策の推進 

④ 地域防災力の強化 

⑤ ユニバーサルデザインに配慮

したまちづくり 

 (3)都市施設などの適切

な維持管理・更新 

① 計画的な都市基盤な

どの維持管理・更新

の推進 

② 地籍調査の推進 

   

方針図 
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基本目標５ 一人ひとりの多様な暮らし方・働き方を支えるまち 

 生活環境の方針     

目指す将来像 

 多様性及び様々な交流が生まれるコミュニティが形成され、人と人とのネットワークが広がって

いくまち 

 歩いて暮らせる、高齢者・障がいのある人が安心して暮らせる、子育てしやすいなど、誰もが暮

らしやすい環境が整備されたまち 

 地域の歴史・文化をいかして、市内外から多くの人が集まり、回遊性のある誰もが楽しめるまち 

 市内に残された貴重な農地では様々なイベントが開催されるなど、農を身近に感じることができ

るまち 

 生活様式の大きな変化（ニューノーマル）に対応した暮らしやすいまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

歴史・文化が 

身近にあるまち 

歩ける範囲に生活に 

必要な施設があり、 

誰もが暮らしやすいまち 

様々な人たちと 

新たな交流が 

生まれるまち 

様々な人とのつながりにより、 

コミュニティが 

活性化されるまち 

時代の変化にあわせて 

多様な生活スタイルに 

対応できるまち 

身近で農に 

触れられるまち 
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方針 
 

(1)地域コミュニテ

ィの活性化 

① 地域のコミュニ

ティ活動及び交

流を支援するま

ちづくり 

 (2)多様な住環境の形成 

① 誰もが暮らしやすい住環境の形成 

② 魅力ある商店街づくり及び地域の事業・産業振興 

③ 健康まちづくりの推進 

④ DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進 

⑤ 歴史・文化をいかしたまちづくり 

  (3)農のあるまち

づくり 

① 農地の保全・

活用 

② 都市農業のさ

らなる魅力の

発信 
     

方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：令和４（２０２２）年８月現在  
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第３章 地域別構想 

１ 武蔵小金井地域                                 

 

地域のまちづくりの基本目標 

多様な都市環境をいかした、にぎわいと交流の輪が広がるまち 

 

 

 

 

 

 

目指す将来像 

 ＪＲ中央本線高架化に伴い円滑化された南北交通、武蔵小金井駅南口周辺の市街地再開発事業に

より整備された商業施設及び広場などをいかした、快適で歩いて楽しいにぎわいのあるまち 

 

 新庁舎・（仮称）新福祉会館の建設及び武蔵小金井駅北口の市街地開発事業などをいかした、新

たな人の流れと交流が生まれるまち 

 

 地域の特性である風致地区及び特別緑地保全地区などをいかした、魅力あるまちなみが形成され

るまち 

 

 防災上必要性の高い道路における無電柱化を推進するなど、災害に強いまち 

 

 玉川上水、名勝小金井（サクラ）及び地域のイベントなどをいかした、歴史・文化を楽しめるま

ち 
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まちづくり方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：令和４（２０２２）年８月現在 
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２ 東小金井地域                                  

 

地域のまちづくりの基本目標 

新たな魅力が創出され、個性と活力があふれるまち 

 

 

 

 

 

 

目指す将来像 

 土地区画整理事業により整備された都市基盤をいかした、にぎわいが生まれる新たな魅力が創出

されるまち 

 

 ＪＲ中央本線高架化に伴い円滑化された南北交通、ＪＲ中央本線高架下の商業施設及び新庁舎・

（仮称）新福祉会館の建設などをいかした、新たな人の流れと交流が生まれるまち 

 

 周辺と調和した景観を形成するなど、みどり豊かなゆとりと潤いが感じられるまち 

 

 防災上必要性の高い道路における無電柱化を推進するなど、災害に強いまち 

 

 大学などが多く立地している個性をいかして、学生が集い活力が生まれるとともに、農工大・多

摩小金井ベンチャーポート及び東小金井事業創造センター（ＫＯ-ＴＯ）を核とした創業・起業

のまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



18 

まちづくり方針図 
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３ 野川地域                                     

 

地域のまちづくりの基本目標 

自然豊かでのんびりとしたやすらぎがあり、良好な住環境が維持・形成される居心地の良いまち 

 

 

 

 

 

 

目指す将来像 

 低層住宅を中心とした住宅地及び既存の商業施設をいかした、良好な住環境が形成される居心地

の良いまち 

 

 新たな移動手段の活用による坂の多い市内を快適に移動できるまち 

 

 野川及び大規模公園など豊かな自然をいかした、市民の憩いの場としてのんびりとやすらぎのあ

るまち 

 

 緊急輸送道路に指定されている沿道建築物の耐震化を推進するなど、災害に強いまち 

 

 地域固有の資源をいかした、歴史・文化を楽しむことができる回遊性のあるまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



20 

まちづくり方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：令和４（２０２２）年８月現在 
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第４章 まちづくりの実現に向けて 

１ まちづくりの基本的な進め方            

・ まちづくりのテーマ・基本目標の実現に向けて、都市計

画マスタープランで示した考え方を踏まえ、各個別計画

に基づき施策・事業を推進していきます。 

２ 市民参加によるまちづくり             

・ 市民・事業者・行政それぞれが相互に連携・協力するこ

とにより、協働によるまちづくりを推進します。 

３ まちづくりの手法                 

・ 都市計画の決定・変更及び地区計画など、まちづくり制

度の活用によるきめ細やかなまちづくりを展開していき

ます。 

・ まちづくりの展開に当たっては、市民の様々な参加機会

を設けるとともに、市民への丁寧な説明及び情報提供を

していきます。 

４ まちづくり推進体制                

・ 弾力的で効率的な庁内組織・体制の整備が必要です。各

分野と情報共有するとともに、連携して総合的にまちづ

くりを推進します。 

・ 専門的な知識を有する職員を育成していきます。 

・ 既存の広報媒体を活用するとともに、デジタル化の進展

などを踏まえた技術の活用により、広く市民へ情報発信

を推進していきます。 

・ 市民・事業者が主体となるまちづくりを推進していく協

働の拠点として、（仮称）市民協働支援センターを活用

するとともに、コーディネートできる人材を育成するこ

とにより、取組の普及・促進を図っていきます。 

５ 進行管理                     

・ 「PDCAサイクル」のプロセスに基づき、都市計画マス

タープラン（Plan）に基づく施策・事業を実行（Do）、

その効果・成果を評価（Check）し、必要に応じて見直

す（Action）ことにより、全体的な進行管理をしてい

きます。 

・ 施策・事業の取組状況及び進捗状況については、適宜関

係部署と情報共有を図っていきます。 

・ おおむね５年ごとに都市計画マスタープランを踏まえた

施策・事業の点検・評価を行い、中間期となるおおむね

１０年後に、点検・評価の結果、社会経済情勢、上位計

画及び本市関連計画などを踏まえて、必要に応じて見直

していきます。 

【点検・評価フロー】 

【ＰＤＣＡサイクル】 

【まちづくりの基本的な進め方】 
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